
二十七 貸倒損失

改 正 後 改 正 前

（返品債権特別勘定の金額の益金算入） （返品債権特別勘定の金額の益金算入）

９−６−６ …………………翌事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当 ９−６−６ …………………翌事業年度の益金の額…………………

する場合には、当該連結事業年度）の益金の額…………………

二十八 その他の経費

改 正 後 改 正 前

（金品引換費用の未払金の益金算入） （金品引換費用の未払金の益金算入）

９−７−４ …………………………… ９−７−４ ……………………………

(注) 上記の「翌事業年度」及び「引換期間の末日の属する事業年度」は、そ

の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とす

る。

二十九 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳

改 正 後 改 正 前

（固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳） （固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳）

１０−２−２ …………………事業年度前の事業年度（その事業年度が連結事業 １０−２−２ …………………事業年度前の事業年度において…………………

年度に該当する場合には、当該連結事業年度）において…………………

(注)1 …………………その積み立てた事業年度（その事業年度が連結事業年 (注)1 …………………その積み立てた事業年度後の事業年度…………………

度に該当する場合には、当該連結事業年度）後の事業年度………………



…

（算式） （算式）

…………………………… ……………………………

2 …………………………… 2 ……………………………

…………………事業年度の直前の事業年度（その事業年度が連結事業年 …………………事業年度の直前の事業年度から繰り越された特別償却不

度に該当する場合には、当該連結事業年度）から繰り越された特別償却 足額…………………当該特別償却不足額の生じた事業年度において……

不足額…………………当該特別償却不足額の生じた事業年度（その事業 ……………

年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）において

…………………

三十 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳

改 正 後 改 正 前

（固定資産の取得の後に工事負担金を受けた場合の圧縮記帳） （固定資産の取得の後に工事負担金を受けた場合の圧縮記帳）

１０−３−２ …………………事業年度前の事業年度（その事業年度が連結事業 １０−３−２ …………………事業年度前の事業年度において…………………

年度に該当する場合には、当該連結事業年度）において…………………

（算式） （算式）

…………………………… ……………………………

（工事負担金を受けた事業年度において固定資産が取得できない場合の仮受経 （工事負担金を受けた事業年度において固定資産が取得できない場合の仮受経

理等） 理等）

１０−３−３ …………………………… １０−３−３ ……………………………

…………………取得をした日の属する事業年度（その事業年度が連結事業年 …………………取得をした日の属する事業年度において…………………

度に該当する場合には、当該連結事業年度）において…………………


